
訪問看護 ・ 介護予防訪問看護 重要事項説明書

あなたに対する訪問看護サービスの提供開始にあたり、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準」厚生省令第３７号に基づいて、事業者があなたに説明すべき重要事項は次の

とおりです。

１ 別海町訪問看護ステーションやまびこの概要

２ 運営方針

（１）訪問看護及び介護予防訪問看護の実施に当たっては、利用者の心身の生活を踏まえて、全体的な

日常動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支

援します。

（２）事業所の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図

り、総合的なサービスの提供に努めます。

３ 事業所の職員体制

４ サービス提供日及び時間

電話により２４時間連絡が可能な体制です。

事業所名 別海町訪問看護ステーションやまびこ

所在地
別海町別海西本町１０３番地３

（別海町老人保健施設すこやか 内）

電話番号 ０１５３－７５－０８６２

介護保険指定番号 訪問看護（北海道０１６４２９００１７号）

資 格 常 勤 業務 内容 備 考

管理者

（所 長）
看護師 １名

業務を掌握し、適切な訪問看

護が行われるよう統轄する。

従事者 看護師 ２.５名以上 訪問看護
うち１名

管理者兼務

作業療法士

理学療法士

利用者の実情に

応じた適当数
訪問看護（訪問リハビリ）

老健すこやか

と兼務

事務職員 １名以上 利用料金請求等
老健すこやか

と兼務

サービス提供日
月曜日～金曜日

（土曜日・日曜日・祝日・１２月３１日から１月５日までを除く）

サービス提供時間 ８時４５分～１７時１５分



５ サービス内容

（１） 病状、障害の観察 （６） ターミナルケア

（２） 清拭、洗髪等による清潔の保持 （７） 認知症患者の看護

（３） 食事及び排泄等日常生活の世話 （８） 療養生活や介護方法の指導

（４） 褥瘡の予防及び処置 （９） その他医師の指示による医療処置

（５） リハビリテーション

６ 利用料金

（１）介護保険法に基づく訪問看護・介護予防訪問看護を利用する場合

ア 介護保険適用の対象者は、要介護認定または、要支援認定を受けた方です。

イ 訪問看護費の額は介護保険法に基づいた単位数に地域加算（１.１５円）の単価を乗じた額の１
割、２割又は３割の利用料金をお支払いいただきます。

（２）健康保険法に基づく訪問看護を利用する場合

ア 健康保険適用は、以下の該当する方です。

・４０歳未満の方

・要介護認定及び要支援認定で非該当と判定された方

・厚生労働大臣が定める疾病等の方

・介護保険の第２号被保険者で特定疾病の対象にならない方

・主治医より頻回の訪問看護が必要である旨の「特別訪問看護指示書」の交付を受けた方

イ 健康保険法に基づく健康保険の負担割合額（１割～３割）をお支払いいただきます。

●公費負担医療の受給者等は基本料金が公費で支払われる場合があります。

（３）料金のお支払方法

ア 毎月の利用料金は、翌月の１０日までに請求書を送付いたします。次のいずれかの方法でお支

払いください。

（ア）納付書払い

・別海町役場機関・別海町指定金融機関等窓口（納入通知書に記載）

・コンビニエンスストアでの納付、またはスマートフォン決済サービスのご利用（ご利用可

能なコンビニエンスストアとスマホアプリは町ホームページに掲載）

（イ）別海町指定金融機関等の口座振替（自動払込）

７ サービスの実施地域

別海町全域



８ サービスの解約

（１）利用者のご都合でサービスを終了する場合

（２）事業者の都合でサービスを終了する場合

（３）自動的に終了する場合

ア 利用者が介護保険施設に入所した場合。ただし本人家族から継続の申出があり、事業者がサー

ビス提供可能と判断した場合はこの限りではない。

イ 介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された
場合。

ウ 利用者がお亡くなりになられた場合。

（４）その他

ア 利用者は、事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、及び

利用者やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、文書で解約を通知すること

によって即座にサービスを終了することができます。

イ 利用者がサービス利用料金の支払を３か月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわ

らず３０日以内に支払わない場合、又は利用者やご家族などが事業者や事業のサービス従事者に

対して、本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知し、即座にサービスを

終了させていただく場合がございます。

９ サービスに関する相談・苦情等

（１）サービス等に関する相談や苦情等に対する窓口は下記のとおりです。

１０ 緊急時における対応方法

（１）訪問看護を実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応

急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行います。

（２）しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告します。

（３）当事業所は、電話により 24時間連絡が可能な体制です。

主治医： 医師 医療機関名：

所在地： 電話番号：

家族連絡先 氏名： 続柄（ ）

住所： 電話番号：

・別海町訪問看護ステーションやまびこ （０１５３－７５－０８６２）

・市町村窓口 福祉部介護支援課 （０１５３－７５－２１１１）

・北海道国民健康保険団体連合会 （０１１－２３１－５１７５）



１１ 損害賠償

（１）事故発生については、原因を解明すると共に再発防止にむけた対策を講じます。

（２）サービスの提供にともなって、事業所の責めに帰するべき事由により利用者の生命・身体・財産

に損害を及ぼした場合は、利用者に対し、損害を賠償します。

（３）利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用

者に係る居宅介護事業所等の連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

１２ 秘密保持

（１）当事業所の従事者は、サービス提供上で知り得た、利用者および家族に関する秘密を正当理由な

く第三者に漏らしません。この守秘義務は、利用解約後も同様です。

（２）当事業所は、個人情報の取り扱いについて別紙に定める限り、利用者および家族の代表者等から

同意を頂くことによって、情報を提供することとします。

１３ 虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます

（１）虐待防止に関する責任者を選定しています。

虐待防止に関する責任者 管理者

（２）成年後見制度の利用を支援します。

（３）苦情解決体制を整備しています。

（４）従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。

（５）サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者（利用者の家族等、高齢者を現に養護する者）

による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

１４ ハラスメント対策について

サービス利用契約中に、ご利用者、ご家族様が暴力、ハラスメント行為を行った場合はサービスを

中止し、状況の改善や理解が得られない場合は、契約を解除する場合があります（叩く・蹴る・暴言・

怒鳴る・身体を押さえつける・性的な発言をする）などの行為

１５ 身分証携行義務

訪問看護職員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求め

られたときは、いつでも身分証を提示します。

１６ 業務継続計画の策定等

（１）感染症に係る業務計画及び災害に係る業務継続計画を作成します。

（２）感染症及び災害に係る研修を定期的（年１回以上）に行います。

（３）感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練を実施します。

市町村名：別海町 担当課：介護支援課 電話番号：０１５３－７４－９６４３

居宅・予防介護支援事業者名： 所在地：別海町別海常盤町２８０番地

担当介護支援専門員・介護予防担当者氏名： 電話番号：



１７ 衛生管理等

（１）感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設立します。

（２）感染症及びまん延防止のための指針を作成します。

（３）感染症及びまん延防止のための研修及び訓練を実施します。

（４）訪問看護職員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。

（５）事業所の整備及備品等について、衛生的な管理に努めます。

訪問看護の提供開始にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要な事項を

説明しました。

契約締結日 令和 年 月 日

事業者

所在地 別海町別海常盤町２８０番地

代表者名 別海町長 曽 根 興 三 印

説明者 所属 別海町訪問看護ステーションやまびこ

氏名 印

私は、契約書及び本書面により、事業者から訪問看護についての重要事項の説明を受け、

理解した上で同意いたします。

利用者 住所

氏名 印

(代理人) 住所

氏名 印



訪問看護サービス説明書

当事業者が、あなたに提供するサービスは次のとおりです。

１ サービスの内容

事業者は、次の日程により訪問看護サービスを提供します。

① 病状、障害の観察

② 清拭、洗髪等による清潔の保持

③ 食事及び排泄等日常生活の世話

④ 褥瘡の予防及び処置

⑤ リハビリテーション

⑥ ターミナルケア

⑦ 認知症患者の看護

⑧ 療養生活や介護方法の指導

⑨ その他医師の指示による医療処置

（１）このサービスの提供にあっては、主治医の文書による指示に従い適切にサービスを提供します。

（２）事業者は、主治医に対し訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出いたします。

２ サービス提供の記録等

（１）事業者は、サービスを提供した際、あらかじめ定められた訪問看護サービス記録書等書面に必要

事項を記入し、一定期間ごとに「訪問看護計画書」等の書面を作成します。

（２）事業者は、前記「訪問看護サービス記録書」等の作成完了後５年間は適正に保管し、利用者の求

めに応じて閲覧に応じるとともに、その写しを交付します。

３ 担当の職員

あなたの担当の訪問看護職員は、次のとおりです。

●上記の責任者は、管理者 です

看護師（管理者） １名

看護師
２.５名以上

（管理者含む）

作業療法士

理学療法士

利用者の実情に応じ

た適当数（兼務）

曜 日 時 間 帯 内 容

週・ 回 （ 曜日） ： ～ ：

週・ 回 （ 曜日） ： ～ ：



４ 利用料金

（１）利用料金は以下をご参照ください。

（２）この金額は、介護保険法に基づく訪問看護・介護予防訪問看護を利用される場合と、健康保険法

に基づく訪問看護を利用される場合の利用料金になります。

（３）毎月の利用料金は、翌月の１０日までに請求書を送付いたします。次のいずれかの方法でお支払

いください。

ア 納付書払い

（ア）別海町役場機関・別海町指定金融機関等窓口（納入通知書に記載）

（イ）コンビニエンスストアでの納付、またはスマートフォン決済サービスのご利用（ご利用可

能なコンビニエンスストアとスマホアプリは町ホームページに掲載）

イ 別海町指定金融機関等の口座振替（自動払込）

介護保険をご利用の場合の１か月あたりの利用料金（１割負担の場合）

サービス単価料金

他の料金に関しては、別紙で説明いたします。

１回あたり単価×特別地域訪問看護加算×回数 利用者負担額／月

円× １.１５× 回／月 円／月

その他の加算料金

サービス提供体制強化加算Ⅰ ６円／回

訪問看護初回加算（Ⅰ）退院した日の訪問

（Ⅱ）退院翌日以降の訪問

３５０円

３００円

緊急時訪問看護加算Ⅱ ５７４円／月

特別管理加算（Ⅰ）・（Ⅱ） ５００円／月もしくは２５０円／月

長時間訪問看護加算 ３００円／回

利用者負担軽減の有無 □有 □無 ×１/２

月額 円

訪問看護 介護予防訪問看護

２０分未満 ３１４円 ３０３円

２０分～３０分未満 ４７１円 ４５１円

３０分～６０分未満 ８２３円 ７９４円

６０分～９０分未満 １，１２８円 １，０９０円

作業療法士等の場合 ２９４円（２０分）

※１日３回以上の場は９０/１００
２８４円（２０分）

※１日３回以上の場合は５０/１００



健康保険をご利用の場合の１か月あたりの利用料金（１割負担の場合）

他の料金に関しては、別紙で説明いたします。

５ サービスの中止

● 利用者がサービスの利用を中止する際には、速やかに次の連絡先にまでご連絡ください。

連絡先 別海町訪問看護ステーションやまびこ

０１５３－７５－０８６２ （平日８時４５分～１７時１５分）

６ その他

● サービス提供の際のトラブルを避けるため、次の事項にご留意ください。

（１）看護師等は、利用者の心身機能維持回復のために療養上の世話や診療の補助を行うこととされ

ています。それ以外の業務(食事、掃除等)をすることはできませんので、ご了承ください。
（２）看護師等は、年金の管理、金銭の貸借など金品の取り扱いはできません。

● 当事業所は、看護師等がオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報を活用して訪問

看護を実施しています。また、マイナ保険証の利用を促進するなど、医療 DXを通じて質の高い
医療を提供できるよう取り組んでいます。

訪問看護利用契約に当たり、上記のとおり説明いたします。

令和 年 月 日

（事業者）所 在 地 別海町別海常盤町２８０番地

代表者名 別海町長 曽 根 興 三

基本療養費

基本療養費（Ⅰ）週３日目まで ５５５円／回

管理療養費（月の初日） ７６７円／月

管理療養費１（２回目以降） ３００円／回

その他の療養費・加算

２４時間対応体制加算 ６５２円／月

特別管理加算 ５００円／月もしくは２５０円／月

長時間訪問看護加算 ５２０円／週

訪問看護医療 DX情報活用加算 ５円／月

後期高齢医療限度額適用・標準負担額減額認定証 □有 □無

月額 円


